
担任に話して無い

担任が協力的

担任が非協力的

非協力的なら

非協力的なら
文書で

素早く

監督

監督

option

option

option

いじめ問題解決ためのフロー

スタート
いじめの記録
ができてるか
確認

いじめの事実を
訴え担任に相談

校長を交えて
相談

校長に訴え

1.時系列で
　いつ、どこで、
　だれに何をされたか。
　それを誰が知ってい
　るか。
2.お子さんがどのような
　状況になっているか
　被害の状況
3.学校に対する要望
　加害書と保護者からの
　謝罪、その他

※被害によっては医師の
　診断書

教育委員会
に訴え

・議院
・知事
・市区町村長
・法務局人権擁護課
などへ訴え

警察へ被害届

犯罪性が高ければ

Point. 被害者を救うということが最重要。

①加害者に謝罪
　させる
②加害者に適格な
　措置

学校に再発防止
策を作成しても
らう

学校の態度を
改めさせる

加害者を
措置

警察が、加害者、
学校を事情聴取

犯罪性が高ければ

今まで誰かに相談したこと
があるか、あればその内
容、結果も記録

子供には、「お前を絶対に守る」と
いうことを言ってあげ、安心させる
ことが大事。
御夫婦、家族で話し合い、結束し
て、いじめと戦うのだという決意を
固めてもらうことが必要です。


